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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定により、

平成２１年１２月１５日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

 

このたびは、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に

関する接続約款の変更案」に対する意見募集に関し、意見提出の機会を設けて頂き、御礼申し上げま

す。 

 以下のとおり、弊社の意見を述べさせて頂きますので、お取り計らいの程、宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

１．接続料について 

 

接続料については上昇傾向が続いており、今回申請された接続料においては調整額の加算も

あり大幅な上昇となっています。 

接続料の上昇が接続事業者のサービス維持に与える影響は大きく、今後も接続料の上昇傾向

が続くようであれば、接続事業者が設定するユーザー料金の上昇やサービス廃止等、ユーザー

にとって不利益な事態が生じることが考えられます。 

また、今回申請では東日本電信電話株式会社殿の一部サービスメニューにおいて接続料が利

用者料金を上回っており、接続料の上昇によりこのような事象が生じることは接続料の存在と

して不自然なものと考えます。 

現状の接続料算定の在り方では、需要減少が見込まれるサービスについては、接続料が一方

的に上昇し続けることで著しく高額で不合理な接続料となる可能性が高いことから、過去に投

資した設備のサンクコスト化等を行う必要があると考えます。 

したがって、早急に接続料算定の在り方を議論して見直した上で申請を認可すべきと考えま

す。 

 

２．接続料規則の緩和措置について 

 

   接続料自体の上昇傾向について根本的な解決を図る必要があるのは意見１で述べたとおりで

すが、万が一、急激な接続料の上昇を認可する場合の措置として意見を述べさせて頂きます。 

接続料規則第 8条第 2項第 2号において「接続料の急激な変動を緩和する必要があるときは

接続料の原価の算定期間を五年までの期間の範囲内とすることができる。」とされています。 

   今回申請された接続料においては調整額の加算もあり、過年度と比較すると大幅な上昇とな

っており、「接続料の急激な変動」が生じている状況と考えます。 

   以上のことから、接続料の急激な変動を緩和するため、算定期間を複数年とする措置を実施

する必要があると考えます。 

 

以上 


